
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書の概要 

事 業 者 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 丹羽俊介 

報告書の 

名 称 
豊丘村内発生土置き場（本山）における環境保全について 

事業規模 

発生土置き場（本山） 

面積 約85,000㎡、容量 約１,３00,000㎥、最大盛土高 約50ｍ 

発生土置き場（本山）仮置きヤード 

面積 約4,000㎡ 
 

※報告書については、ＪＲ東海のホームページにおいてご覧いただけます。 

https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/efforts/nagano/plan.html 

 

県の助言の内容 

別紙のとおり 

 

【参 考】  

 

 

 

 

 

 

 

長野県（環境部）プレスリリース 令和８年（202６年）３月２３日 

リニア中央新幹線に係る報告書に対する県の助言を、令和８年３月２３日付けで東海旅客鉄道株式会社 

（ＪＲ東海）に通知しました。 

 
 

 「豊丘村内発生土置き場（本山）における環境保全について」に係る報告書

に対する助言をＪＲ東海に通知しました 

 

 

○報告書とは 
ＪR 東海が、リニア中央新幹線建設工事に係る具体的な発生土置き場等の計画に基づき環境保全措置を
具体化したもので、その概要を工事説明会で地元の皆様に対して説明したのち、関係自治体に送付、公表さ
れます。 
今回の報告書は、豊丘村内発生土置き場（本山）における環境保全について取りまとめられたものです。 
なお、今回追加された要対策土の搬入を除いた環境保全の計画は、令和元年８月に公表され、県の助言へ
の対応方針が示されています。 

 
○県の助言とは 

 報告書に対して、事業の実施に伴う環境への影響が最大限回避・低減されるよう、環境影響評価技術委員

会、地元自治体及び住民等の意見を踏まえ、環境保全の見地から助言を行うものです。 

（問合せ先） 

担当 環境政策課環境審査係 塩入、中村 

電話 026-235-7171（直通） 

026-232-0111（代表）内線 278２ 

FAX  026-235-7491 

e-mail kankyo@pref.nagano.lg.jp 

http://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/efforts/nagano/plan.html


 

（別紙） 
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「豊丘村内発生土置き場（本山）における環境保全について」に対する助言 

 

１ 全般 

(1) 要対策土の搬入に当たっては、地下水への影響を懸念する意見が寄せられているこ

とを踏まえ、環境保全の見地から、磁力選別処理や洗浄分級処理を含む複数の対策工

法を比較検討し、その結果について、地域住民等に対して丁寧かつ分かりやすく説明

すること。その上で、「豊丘村内発生土置き場（本山）における環境保全について」（以

下「環境保全計画書」という。）に記載した対策を実施する場合は、１(2)～４に記載

の事項を適切に実施すること。 

(2) 工事の実施及び工事用車両の運行に当たっては、環境保全計画書に記載した環境保

全措置を確実に実施するとともに、必要に応じて追加の環境保全措置を検討し、地域住

民の生活環境及び自然環境への影響を回避又は最大限低減するよう努めること。 

(3) 要対策土を発生土置き場（本山）に盛土材として搬入することについて、事業者が開

催した「中央新幹線長野県内建設発生土活用技術検討会」で検討した内容や「建設工事

における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（2023年版）」に沿って

検討した対策を詳細に記載した資料を地域住民等に情報提供するとともに、丁寧に説

明すること。 

(4) 不溶化処理した要対策土（以下、「不溶化処理土」という。）の搬入箇所の選定理由及

び搬入容量の算定根拠について、環境保全計画書に記載すること。また、今後の要対策

土の発生量見込みを踏まえ、搬入量は最小限に抑えること。 

(5) 要対策土の搬入に当たり、これまで検討した施工方法や水資源の調査、管理方法に

加え、当助言を踏まえて新たに実施した調査や見直した計画及び対策などを地域住民

等に丁寧に説明すること。 

 

２ 水環境、土壌汚染 

(1) 設置した観測井（上流）においては環境基準値を上回るヒ素が検出されている一方

で、観測井（下流）において検出されたヒ素は僅少であり、不溶化処理土搬入箇所から

のヒ素の漏洩による地下水への影響の有無を適切に把握できないため、あらためて地

下水の流向を調査し、適切な水質調査地点を設定すること。また、想定される流向とそ

の根拠、観測井と地下水位との関係を含めた地質断面図を環境保全計画書に記載する

こと。 

(2) 観測井（下流）については、不溶化処理土搬入箇所下流部に複数箇所設置することに

加え、発生土置き場（本山）全体の河川への放流口近辺にも設置を検討すること。 

(3) ヒ素が漏出していないことを確認するため、観測井（上流）及び観測井（下流）にお

ける水質調査に加え、地下排水工の上流及び下流においても水質調査の実施について

検討すること。 
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(4) 地下水の水質の調査結果において、観測井（上流）で環境基準値を超過するヒ素が継

続して検出されているため、周辺の地質調査等を実施し、原因（素因・誘因）を究明す

ること。 

(5) 虻川及び不溶化処理土搬入箇所下流における地下水の利水状況を適切に把握した上

で、それらの水資源の利用者に対して、工事の実施により想定される水資源への影響の

有無及び程度や環境保全措置の内容を丁寧に説明すること。なお、当助言を受けて改め

て設定した調査地点を含め環境保全計画書に記載した水質調査を継続的に実施するこ

と。 

(6) 不溶化処理土の搬入に係る調査結果が基準値に適合しない場合や、適合する結果で

あっても不溶化処理土の搬入に起因したと思われる環境影響が確認された場合は、関

係機関に直ちに連絡の上、早急な原因の究明と必要な対策を講じること。また、各水質

調査地点における異常時の具体的な対応フロー及び対策を環境保全計画書に追記する

こと。 

(7) 滲出水排水管について、不溶化剤に起因するスケール障害等による閉塞及び雨水滞

留を防止するための措置、並びに境界層貫通部の施工方法を明らかにすること。また、

管径、管保護材、砕石層等による補強や目詰まり防止対策を含む構造図を示すこと。 

(8) 発生土仮置き場（坂島）で行う要対策土の不溶化処理について、処理作業の実施位置

や処理の方法（不溶化処理時の集じん機等による飛散・流出対策を含む。）、不溶化処理

土の品質管理方法（施工不良の判断、不溶化剤との混合精度の確認方法を含む。）を具

体的に示すこと。 

(9) 不溶化処理土については、ベントナイトシートによる囲い込みに起因して嫌気還元

状態が生じ、ヒ素が溶出する可能性があることから、pH 及び酸化還元電位のモニタリ

ングの実施を検討すること。 

(10) 滲出水を集水する水槽については、降雨量や流出係数等を用いた合理的な算出式に

より日滲出水発生量を算定のうえで、必要容量を明らかにし、併せて、滲出水が基準を

超過した場合における水槽からの引き抜き方法及び処理方法を環境保全計画書に記載

すること。なお、必要容量を確保できない場合、または基準超過時に迅速な対応体制を

確保できない場合には、滲出水処理設備の設置について検討すること。 

(11) (10)の基準については、環境基本法に基づく環境基準を下回り、不溶化処理による

不溶化剤の効果の持続性が確認された不溶化処理土からの滲出水であることから、水

質汚濁防止法に基づく排水基準ではなく、環境基準で管理すること。 

(12) 不溶化処理土の搬入に際しては、運搬車両の走行や重機作業に伴いベントナイト

シートに作用する荷重、並びに礫等の存在によるシートの損傷を防止するための措置

を環境保全計画書に具体的に記載すること。 

(13) 不溶化処理土の敷き均し、転圧などの施工工程において、不溶化効果が低減する可

能性を含め、不溶化処理土に及ぼす影響の有無を示すこと。 
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(14) 屋外曝露試験の結果について、定量下限値未満である場合は、その旨が分かるよう

環境保全計画書に明示すること。また、試験は今後も長期的に継続して実施すること。 

(15) 使用を計画しているベントナイトシートの物性（厚さ、引張強度、透水係数等）及

び長期性能（耐久性、耐用年数）を明らかにすること。 

(16) ベントナイトシートの固定工については、現行計画では釘打工を想定しているが、

遮水性への影響が懸念されるため、不溶化処理土からのヒ素の漏出抑制の観点から、釘

打工以外の固定工の適用について検討すること。 

(17) 使用を計画している繊維・ベントナイト複合遮水材について、遮水性能を一層向上

させるため、ポリエチレンシートを追加敷設する等、地域特性に配慮したより安全性の

高い施工方法について検討すること。また、施工にあたっては、施工不良が生じないよ

う、責任をもって十分な管理を行うこと。 

 

３ 地形・地質 

不溶化処理土搬入箇所の斜面を対象として、ベントナイトシート界面でのすべりに係 

る安定計算を実施し、安定性が確保されないおそれがある場合には、すべりに起因した 

シートの破断がないよう必要なすべり止め措置について検討すること。 

 

４ その他 

覆土に植栽を行う場合は、樹木等の根の伸長によるベントナイトシートの損傷を防止 

する対策を環境保全計画書に記載すること。 


